
EWS相談窓口の設置について
EWS事業に関する相談窓口を設置いたします。
何か相談事項があれば、お問い合わせください。（正式稼働は令和６年度を予定）

問い合わせ先：EWS協議会事務局（パシフィックコンサルタンツ株式会社）
ewsadmin@tk.pacific.co.jp 

相談内容例 • 適切なアポイントメント先を知りたい。
• 海外の政府機関と打ち合わせをするために、レターを作成してほしい。
• 政府機関との打ち合わせに同席してほしい。 etc.
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